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平成20年度関係例規等 名称 　新上五島町養護老人ホーム条例（廃止条例） 改正時期

２１年度
（実績）

・民間移譲

効
果

歳入（

歳出（

２０年度
（実績）

３月定例議会で民間移譲の説明。
町行財政改革大綱基本方針の民間委託等の推進を踏まえ、
町行財政実施計画（集中改革プラン）に基づき副町長始め関
係課職員で検討・協議行う。民間移譲に向け公平・公正な選考
を行うため要綱を制定し選定委員会を立ち上げ、議会全員協
議会で説明、了承を受け公募を開始。
　厳正な審査の上、１法人を町長へ答申し決定された。
１２月議会で廃止条例や財産無償譲渡の議案を上程し、可決
された。
　これを受け、無償譲渡及び協定書の契約締結。２１年４月１
日からの移譲に向け、家族への説明、法人職員の実地研修等
を行った。

効
果

歳入（

歳出（

１９年度
（実績）

・民間移譲に向け検討及び協議。

効
果

歳入（

歳出（

１８年度
（実績）

・指定管理者制度の導入に向け検討

効
果

歳入（

歳出（

１７年度
（実績）

効
果

歳入（

歳出（

年度 実施内容・予定時期 効果額合計( 0

行
　
　
動
　
　
概
　
　
要

① 目標 　指定管理者制度による施設管理の検討（老人ホーム朝海荘）

② 期待され

    る効果

・維持管理経費の削減など行政運営の効率化
・民間活力の導入による施設の有効活用

③ 必要性
　　問題点

・利用者への周知

④ 対象 　利用者及び職員

⑤ 手段

20 年 度
－ 計画どおり 計画どおり 計画以上 －

AA －
達 成 年 次 平 成実 績 評 価

－ A A

平 成 21 年 度
調査 検討 一部実施 → 実施

経過・現状
・現在、直営で管理を行っており年間50名程度の利用で運営している。
・築20年が経過し、老朽化が進み修繕費等の増加が懸念される。

（H17.4.1現在）

推　　　     進
スケジュール

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
目 標 年 次

重 点 項 目 公共施設の管理運営の効率化

取 組 項 目 管理運営への民間活力の導入の検討

基 本 方 針 民間委託等の推進

行財政改革実施計画・行動計画票

69

担 当 課 名 福祉長寿課（朝海荘）

実施済み
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平 成 20 年 度
調査 検討 実施 → →

基 本 方 針 民間委託等の推進

行財政改革実施計画・行動計画票
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担 当 課 名 観光物産課

実施済み

重 点 項 目 公共施設の管理運営の効率化

取 組 項 目 管理運営への民間活力の導入の検討

経過・現状
・直営施設；20施設、管理委託施設；7施設、指定管理施設；2施設

（H17.4.1現在）

推　　　     進
スケジュール

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
目 標 年 次

平 成実 績 評 価
－ Ａ Ａ

19 年 度
－ 計画どおり 計画どおり 計画どおり 計画どおり

Ａ Ａ
達 成 年 次

行
　
　
動
　
　
概
　
　
要

① 目標 　観光施設の指定管理者制度による管理運営の実施

② 期待され

    る効果

・管理体制の統一化により、行政運営の効率化が図れる。
・民間活力の導入による施設の有効活用が図れる。

③ 必要性
　　問題点

・類似の施設を管理することにより、情報提供、宣伝活動が容易になり町内施設の統一化、サービス向上が期待でき
る。
・広範囲の場合緊急時の対応を想定した管理が必要。

④ 対象 　観光施設（施設利用者）

⑤ 手段 年度 実施内容・予定時期 効果額合計( 613

１７年度
（実績）

・調査
・直営施設；20施設
・管理委託施設；7施設
・指定管理施設；2施設

効
果

歳入（

歳出（

１８年度
（実績）

・施設管理について、指定管理者の管理が良いか、町直営が
よいか検討し、管理者として適切かどうか調査及び検討し、議
会の承認を得る。

効
果

歳入（

歳出（

１９年度
（実績）

指定管理実施
・若松ディアパーク（19年度より休止）
・奈良尾コテージ・ログハウス（19年度より指定管理）
・有川青少年旅行村（19年度より指定管理）

効
果

歳入（ △ 301

歳出（ 564

２０年度
（実績）

指定管理実施
・奈良尾コテージ・ログハウス（19年度より指定管理）
・有川青少年旅行村（19年度より指定管理）

効
果

歳入（ 0

歳出（ 350

関係例規等 名称
新上五島町高井旅コテージ・ログハウス施設条例
新上五島町有川青少年旅行村条例の全部を改正する条例

改正時期

２１年度
（実績）

指定管理実施
・奈良尾コテージ・ログハウス（19年度より指定管理）
・有川青少年旅行村（19年度より指定管理）

平成19年３月

効
果

歳入（

歳出（
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行財政改革実施計画・行動計画票

71 実施済み

基 本 方 針 民間委託等の推進 担 当 課 名 環境課

重 点 項 目 公共施設の管理運営の効率化

取 組 項 目 管理運営への民間活力の導入の検討

経過・現状
・若松地区を除き民間委託により運営

（H17.4.1現在）

推　　　     進
スケジュール

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
目 標 年 次 平 成 20 年 度

調査 検討 実施 － －

平 成実 績 評 価
－ A A

19 年 度
－ 計画どおり 計画どおり － －

－ －
達 成 年 次

行
　
　
動
　
　
概
　
　
要

① 目標 　一般廃棄物収集の民間委託の完全実施

② 期待され
    る効果

・維持運営経費の削減
・行政運営の効率化
・民間活力の活性化

③ 必要性
　　問題点

・利用者への周知
・委託する業者の選定

④ 対象 　利用者及び職員

⑤ 手段 年度 実施内容・予定時期 効果額合計( 55,386

１７年度
（実績）

効
果

歳入（

歳出（

１８年度
（実績）

・若松地区一般廃棄物収集業務の民間委託について、検討及
び調査等を行った。

効
果

歳入（

歳出（

１９年度
（実績）

・若松地区一般廃棄物収集業務の民間委託の実施

効
果

歳入（

歳出（ 18,462

２０年度
（実績）

・完全民間委託実施（5業者）

効
果

歳入（

歳出（ 18,462

２１年度
（実績）

・完全民間委託実施（5業者）

効
果

歳入（

歳出（ 18,462

関係例規等 名称 改正時期
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基 本 方 針 民間委託等の推進 担 当 課 名 水産課

重 点 項 目 公共施設の管理運営の効率化

取 組 項 目 管理運営への民間活力の導入の検討

経過・現状 ・水産関係所有施設数(全32箇所)
　　うち直営施設数2箇所、管理委託施設数30箇所、指定管理者導入施設数0箇所（H17.4.1現在）

推　　　     進
スケジュール

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
目 標 年 次 平 成 19

年 度
（一部実施）調査 検討 一部実施 → →

平 成実 績 評 価
Ａ Ｂ B

19 年 度
計画どおり 計画見直し 計画見直し 計画見直し 計画見直し

B Ｂ 達 成 年
次

行
　
　
動
　
　
概
　
　
要

① 目標 　水産関係施設の最適な管理方法について、指定管理者制度の検討も含め、民間委託について検討する。

② 期待され
    る効果

・施設の効用を最大限に発揮するとともに施設経費の縮減を図る。

③ 必要性
　　問題点

・水産関係補助事業で整備した製氷施設、漁船保全施設等は、補助金や起債の返還が生じる場合がある。

④ 対象 　町所有の水産関係施設(全32箇所)

⑤ 手段 年度 実施内容・予定時期 効果額合計( 0

１７年度
（実績）

・新上五島町あわび中間育成施設及び新上五島町栽培漁業
センターの管理運営方法の一元化を行った。但し、平成18年
度限定の措置であるため、平成19年度以降の管理運営方法
について引き続き検討を行う。

運営の統合　　2施設
（栽培漁業施設）

効
果

歳入（

歳出（

１８年度
（実績）

・新上五島町あわび中間育成施設及び新上五島町栽培漁業
センターの管理運営方法の一元化は、平成18年度限定の措
置であるため、平成19年度以降の管理運営方法について引
き続き検討を行う。
・漁民ｾﾝﾀｰの指定管理者制度導入について検討。
・新上五島町水産業振興協議会による指定管理者制度導入
について審議。

運営の統合　　2施設
（栽培漁業施設）

効
果

歳入（

歳出（

１９年度
(実績)

・新上五島町あわび中間育成施設及び新上五島町栽培漁業
センターの管理運営を新上五島町栽培漁業推進協議会(町
内9漁協が構成する)に一括管理する。
・水産加工施設のうち、有川地区水産加工施設については、
有川町漁協へ無償譲渡する。
　平成20年3月　議会承認

水産加工施設　1施設(譲渡処
分)
指定管理者　　7施設
(漁民ｾﾝﾀｰ等の集会施設)
漁村ｾﾝﾀｰ　3箇所
漁民研修集会施設　4箇所

効
果

歳入（

歳出（

２０年度
(実績)

・水産施設のうち、公の施設に該当する施設について指定管
理者制度を検討したが、未だ関係者の理解が得られていな
い。
・漁民ｾﾝﾀｰ（上五島）の指定管理者制への検討
・水産施設のうち、公の施設に該当しない施設の管理方法及
び指定管理者制度の検討
・指定管理者　22施設
(その他施設)漁業用情報連絡施設1箇所、製氷施設1箇所、
漁船用燃油補給施設3箇所、養殖魚用配合飼料等保管施設
3箇所、漁船保全施設7箇所、荷捌所4箇所、荷捌用浮桟橋1
箇所、水産加工施設1箇所、体験漁業施設1箇所

指定管理者　　7施設
(漁民センター等の集会施設)
漁村センター　3箇所
漁民研修集会施設　4箇所

指定管理者
非公施設　　22施設

効
果

歳入（

歳出（

２１年度
(実績)

・水産施設のうち、公の施設に該当する施設について指定管
理者制度を検討したが、未だ関係者の理解が得られていな
い。
・漁民ｾﾝﾀｰ（上五島）の指定管理者制への検討
・水産施設のうち、公の施設に該当しない施設の管理方法及
び指定管理者制度の検討
・指定管理者　22施設
(その他施設)漁業用情報連絡施設1箇所、製氷施設1箇所、
漁船用燃油補給施設3箇所、養殖魚用配合飼料等保管施設
3箇所、漁船保全施設7箇所、荷捌所4箇所、荷捌用浮桟橋1
箇所、水産加工施設1箇所、体験漁業施設1箇所

指定管理者　　7施設
(漁民センター等の集会施設)
漁村センター　3箇所
漁民研修集会施設　4箇所

指定管理者
非公施設　　22施設

効
果

歳入（

歳出（

関係例規等 名称 改正時期


